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いつから

始まるの?
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
が
向
上

来
年
１
月
か
ら
利
用
開
始

今
年
Ю
月
か
ら
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
が
始
ま
り
ま
す
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
、

日
本
国
内
の
全
住
民
に
通
知
さ
れ
る
、

一
人

一
人
異
な
る
１２
桁
の
番
号
で
す
。

国
の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
な
ど

に
お
い
て
、
「社
会
保
障
」
「税
」
「災
害
対

策
」
の
分
野
で
利
用
さ
れ
ま
す
。利
用
開

始
は
、平
成
２８
年
１
月
か
ら
で
す
。

こ
の
制
度
は
「公
平
・
公
正
な
社
会
の

実
現
Ｌ
国
民
の
利
便
性
の
向
上
」
「行
政

の
効
率
化
」
を
目
的
に
発
足
し
ま
し
た
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、各
行
政
機
関
な
ど

が
管
理
す
る
個
人
情
報
が
同
じ
人
の
情

報
で
あ
る
こ
と
を
、正
確
に
、か
つ
ス
ピ

ー
デ
ィ
ー
に
確
認
す
る
た
め
の
基
盤
に

な
る
も
の
で
す
。ス
ム
ー
ズ
な
情
報
連

携
に
よ
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が

も
た
ら
さ
れ
ま
す
。例
え
ば
、年
金
や
福

祉
な
ど
の
申
請
時
に
添
付
書
類
が
減
っ

た
り
、自
分
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給

状
況
が
把
握
し
や
す
く
な
っ
た
り
、災

害
時
に
迅
速
な
支
援
が
期
待
で
き
た
り

、
さ
ら
に
、将
来
的
に
も
い
ろ
ん
な
利

用
方
法
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、法
人
に
は
１
法
人
に
１
つ
、
旧

桁
の
法
人
番
号
が
指
定
さ
れ
ま
す
。民

間
業
者
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
い

ま
す
の
で
、従
業
員
の
方
は
、税
や
社
会

保
障
の
手
続
き
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提

出
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、個
人
が
特
定
さ

れ
な
い
よ
う
住
所
地
や
生
年
月
日
な
ど

と
関
係
の
な
い
番
号
が
割
り
当
て
ら
れ

ま
す
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
使
う
も
の
で
す
。住
所
変
更
や
婚
姻

で
も
基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、

大
切
に
扱
い
ま
し
ょ
う
。
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0公平。7A・ 正な社会の実現

マイナンバーを活用することで、所得や

さまざまな行政サービスの受給状況が把握

しやすくなります。不当な負担免除や、不正

受給の防止に役立つほか、本当に困つてい

る人へのきめ細やかな支援ができます。

0国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に用意する添付

書類が減ると同時に、行政手続きも簡素化

されます。行政機関にある自分の情報を確

認したり、さまざまな行政サービスの知らせ

を受け取つたりすることがスムーズにでき

ます。

0行政の効率1ヒ

行政事務が簡素化され、国民の行政二―

ズにこれまで以上に対応できるようになり志

す。例えば、防災 災害対策に関する事務な

どにマイナンバーを活用することで、迅速

な行政支援が期待できます。

社会保障関係の手続き

●年金の資格取得や確認、給付

●雇用保険の資格取得や確認、給付

●八日―ワークの事務

●医療保険の給付の請求

●福祉分野の給付、生活保護

など

税務関係の手続き

●税務署に提出する確定申告書、届出書、

法定調書などに記載

●都道府県・市町村に提出する申告書、

T[支
払報告書などに記載

  1 税務機

ちょつと心配

なんだけど…

どんな制度か

教えて !

マイ曹ンパ…慧ぼん簸時に爾鸞響る時中

災害対策

三

ll                 l‐

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおい

て、社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。なた、企

業に勤めている人は、事業主にマイナンバーを提示し、税や

社会保障の手続きを行います。

一趾

鮨
一

勢言

平成27年 10月から

マイナリヽい が
平成27年 10月 以降に、あなたのマイナンバーが

送付されます。きちんと手続きをしてマイナンバー

を確実に受け取り、有効に活用しましょう。

本

な

知

熊
あ

通
マイナちゃん

す 。



′5 2015年 (平 成27年 )9月 25日 (金)283居 エア1ま し` エア*SpiCe

市民の暮らし

°
選寵T3'マ イナパ ‖ま住民察の世帯こ出こ送付されます。住民薬の住所と異なる耐 お 住ま

いの場合は、受け取れr」ぃことがぁりますので、こ注意ください

▼

o書
類0中身を確認

 で届きます。以下の3つが入ってしヽるか確認しましよう
.■ ,I■ ■ ■|■●■ ■| ■■| ■■■―|■■●||■ ■■■■●■

X通知カードは大切に保管してください

▼

世
帯
こ
と
に
書
類
を
送
付

今
年
１０
月
以
降
、原
則
と
し
て
住
民

0馳露鶴』霞:梅口でョナ取ります
発行手数料は初回無料。受け取りlleに は以下の3つが必要です

|■■■
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×受け取る際、オンライン利用時の本人確認などに使う「パスワード設定」が必要です

ell麟爾魯レゾ鸞ムM、 誦蝙妙ざ鋏巫鸞轍晰糠

な りす ま し被 害 に  | マイナンバー制度は、陵 心・安全」を確保するため、制度面とシステム面の

通つたらどうしよう  両面から個人情報保護の措置が講じられています。また、個人番号カードには

所得や健康などプライバシー性の高い個人情報は記録されず、顔写真やバス

ワードも設定さねているので、不正利用されるリスクは限定的です。

籠度面

●法律に定めがある場合を除き、マイナ

ンバーの収集 保管は禁止

●なりすまし防止のため、マイナンバー

を収集する際には本人確認を義務付け

●第二者機関である特定個人情報保護

委員会が、監視 監督

●法律違反の罰則を、従来より強化

辟
磯現在、住民票のある住所に

住んでいませんが、登録住

所以外の場所 でマイナン

パーの通知は受け取れま

すか?

住民票登録住所以外では

受け取れません。住民票異

動の手続きをしていただく

必要があります

マイナンパーの肖」除や変

更はできますか?

■マイナンバーの肖J除はで

きませんが、不正に用いら

れる恐れがあると認められ

る場合に限り、変更 するこ

とができます

璽 小さな子どもは、個人番号  |
`、    カードを作る必要はありま  |

すか?           |

圭
目
　
票
の
世
帯
こ
と
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
「通

麟『　国］ロヴ」劃辞鰤』詢晴哉
辞呻跡

こ

　
り
手
続
き
を
行
っ
て
、
「個
人
番
号
カ
ー

Ｒ
靱

シ

壽

油
聡
　
ま
ざ
ま
な
本
人
確
認
の
場
面
で
利
用
で

き
る
カ
ー
ド
で
す
。申
請
す
る
と
、平
成

Ｒ
Ｆ
　

‐ ２８
眸
［
醐
嘲
嘩
嗽
摩
附
け
轟
』
弓
碑
¨

一　
　
場
△口
、中
央
区
役
所
―
階
マ
イ
ナ
ン
パ

助
誰
鼈
轟
眸
髪

臥
ポ
は
研
魃

知
カ
ー
ド
」
だ
け
で
は
法
律
上
義
務
付

］̈一】『↑一【］一］畢〕『響ぼ

た
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
は
顔
写
真
が
あ

議̈̈
」一一一一］『『い「̈峙

用
で
き
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
取
得
し
ま
し
よ
う
。

を

出てきます

平成28年 3月 スタート予定 熊本市

コンビニで住民票rJど取得可能

仁二護号■―|=て 、今後

`す
こまなす

一
=ス

■1弯 警
==L・

■
=23年

3■ を‐i

鬱ン
=二 =レ

■■|■■
'マ

:tチコイー機

I生勇手なな       ■■

:pl揚
利用できるコンビニ(全 国)

●セブンイレブン  ●ローソン

●フアミリーマート

●サークルKサンクス

※利用時間 :6時30分～23時

(年末年始除く)

取り扱う証明書

●住民票の写し ●所得 課税証明

●印鑑登録証明 ●戸籍謄本 抄本

平成 29年 7月

地方公共団体との
情報連携を開始

情報連携により寧務が確実かつスム

ーズになり、国民の負担が軽減。暮ら

しかもつと便利に

I裏面】 マイナンバーなどがEE載、C
チッフ搭載

個人情報の
漏えいは大丈夫?

平成 29年 1月

個人ことのポータルサイト
運用開始
マイナンパーを含む自分の情報が

いつ、誰が、なぜ提供されたのかを

ポータルサイト(マ イナポータル)で

確認可能。行政機関からのお知らせ

も受け取れます

平成 28年 1月

マイナンバーの利用開始

税の手続きや年金 医療保険 雇用

保険など社会保障の手続きで、マイ

ナンパーの利用が開始されます。申

請者への個人番号カードの交付も始

まります

マイナンバー制度実施の流れ

システム面

●個人情報は従来通り、分散して管理

●行政機関間の情報交換は、マイナンバー不

使用

●システムにアクセス可能な者を制限 管理

し、通信する場合は暗号化

●平成29年 1月からマイナンバーを含む個人

情報の照会 提供状況を自分で確認可倉日こ

平成27年 10月以降

住民票の住所に通知

住民票を有する人 (住民票がある外

国人を含む)に 平成27年 10月 以

降、 12桁のマイナンパー (個 人薔

号)が通知されます

櫛 125451789012 0個 人番号 カー ドを申請

個人番号カードを申請しましょう。申請方法は2通りです

|||■ ■■■ 個人番号料 の申請Jふ ＼の顔写真を貼り、返信用対日玖 れて郵便ポストヘ

|111■ |||● , スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

熊本市 個人番号カード受け取り窓ロ

●中央区役所 1階マイナンバーセンター

●東区・西区・南区・洲区区役所 区民課

熙本市のマイナンバー田度のお問い合わせ

熊本市マイナンバーコールセンター

8096(3フ 0)7800受 付時間 8時30分 ～ 17時 15分 (平日)

FAX 096(3フ 0)3フフ2  M myno‐ cc@kmt.krnot.no.ip

燃 市 マイナン ■
Ц

法

"鷹
・目税・法人関係のお問い合わせ

内閣官房マイナンパーコールセンター

日本語窓口 奮0570(20)0178
外国顧窓回 80570(20)0291
受付時間:9時 30分 ～20時 (平日)

0時30分～17時30分 (■ 日 祝日)

(年末年始を除く)

マイナンバーホームベージ

政府広■オンライン
htp://、 vv゛″gOv_Onlneビ o ip

マイナンバ…公ヨh″itbr


